
政
令
第
百
六
十
五
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
六
十
九
条

の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（2）

鉱
物
性
燃
料
及
び
鉱
物
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
蒸
留
物
、
歴
青
物
質
並
び
に
鉱
物
性
ろ
う
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（2）

石
炭
及
び
練
炭
、
豆
炭
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
固
形
燃
料
で
石
炭
か
ら
製
造
し
た
も
の
並
び
に
亜
炭
、
泥
炭
、

(i)
コ
ー
ク
ス
、
半
成
コ
ー
ク
ス
及
び
レ
ト
ル
ト
カ
ー
ボ
ン

キ
シ
ロ
ー
ル

(ii)

ピ
ッ
チ
コ
ー
ク
ス

(iii)

石
油
及
び
歴
青
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
調
製
品

(iv)

ペ
ト
ロ
ラ
タ
ム
並
び
に
パ
ラ
フ
ィ
ン
ろ
う
、
ミ
ク
ロ
ク
リ
ス
タ
リ
ン
石
油
ワ
ッ
ク
ス
、
ス
ラ
ッ
ク
ワ
ッ
ク
ス
、
オ

(v)



ゾ
ケ
ラ
イ
ト
、
モ
ン
タ
ン
ろ
う
、
泥
炭
ろ
う
そ
の
他
の
鉱
物
性
ろ
う
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
で
合
成
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
得
た
も
の

歴
青
質
混
合
物

(vi)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(47)

(48)

(46)

(47)

(45)

(46)

(44)
(vii)

レ
ー
ザ
ー
及
び
武
器
用
望
遠
照
準
器
、
潜
望
鏡
、
望
遠
鏡
そ
の
他
の
光
学
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附

(vii)
属
品

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

中
「
及
び
熱
」
を
「
、
熱
」
に
改
め
、
「
量
の
測
定
用
又
は
検
査
用
の
機
器
」
の
下
に

(44)
(xiii)

「
及
び
ミ
ク
ロ
ト
ー
ム
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
」
を
加
え
、
同
号

中
「
機
器
」
の
下
に
「
及
び
ア
ル
フ
ァ

(44)
(xv)

線
、
ベ
ー
タ
線
、
ガ
ン
マ
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
、
宇
宙
線
そ
の
他
の
電
離
放
射
線
の
測
定
用
又
は
検
出
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら

の
部
分
品
及
び
附
属
品
」
を
加
え
、
同
号

中
「
液
体
式
」
を
「
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
及
び
液
体
式
」
に
改
め
、
同
号

を
同

(44)
(xvii)

(44)

号

と
し
、
同
号

中
「
及
び
カ
ヌ
ー
」
を
「
、
カ
ヌ
ー
、
照
明
船
、
消
防
船
、
ク
レ
ー
ン
船
そ
の
他
の
船
舶
、
浮
き
ド
ッ
ク

(45)

(43)

及
び
浮
遊
式
又
は
潜
水
式
の
掘
削
用
又
は
生
産
用
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

(43)

(44)

(42)

(43)

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
及
び
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
コ
ン
バ
ー
タ
ー
」
を
「
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
コ
ン

(41)

(42)

(40)

(41)

(39)
(ii)



バ
ー
タ
ー
及
び
イ
ン
ダ
ク
タ
ー
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
」
に
改
め
、
同
号

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(39)
(iv)

(v)

一
次
電
池
及
び
そ
の
部
分
品

(iv)

蓄
電
池
及
び
そ
の
部
分
品

(v)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(39)
(ix)

は
ん
だ
付
け
用
、
ろ
う
付
け
用
又
は
溶
接
用
の
機
器
及
び
金
属
又
は
サ
ー
メ
ッ
ト
の
熱
吹
付
け
用
電
気
機
器
並
び

(ix)
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(39)
(xx)

電
気
抵
抗
器
及
び
そ
の
部
分
品

(xx)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
及
び
気
体
原
動
機
」
を
「
、
気
体
原
動
機
そ
の
他
の
原
動

(39)

(40)

(38)
(viii)

機
及
び
そ
の
部
分
品
」
に
改
め
、
同
号

中
「
液
体
ポ
ン
プ
」
の
下
に
「
及
び
液
体
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分

(38)
(ix)

品
」
を
加
え
、
同
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(38)
(xiii)

炉
及
び
そ
の
部
分
品

(xiii)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
鋳
型
ベ
ー
ス
」

(38)

(lxi)

(lxiii)

(lv)

(lx)

(lvii)

(lxii)

(38)
(liv)



を
「
金
属
鋳
造
用
鋳
型
枠
、
鋳
型
ベ
ー
ス
」
に
、
「
鉱
物
性
材
料
」
を
「
金
属
、
金
属
炭
化
物
、
ガ
ラ
ス
、
鉱
物
性
材
料
、
ゴ

ム
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

(38)
(liv)

(38)
(lvi)

(38)

(liii)

(lv)

(lii)

(liv)

(li)

(liii)

同
号

中
「
洗
浄
機
」
の
下
に
「
、
破
砕
機
、
粉
砕
機
」
を
、
「
造
型
機
」
の
下
に
「
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
」
を
加

(38)
(l)

え
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の

(38)
(l)

(38)
(lii)

(38)

(xlix)

(li)

(xlvi)

(xlviii)

(xlviii)

(l)

(xlv)

(xlvi)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク
ツ
ー
ル
、
液
圧
式
の
手
持
工
具
及
び
原
動
機
を
自
蔵
す
る
手
持
工
具
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

(xlvii)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
歯
車
仕
上
盤
」

(38)

(xliv)

(xlv)

(xli)

(xliii)

(xlii)

(xliv)

(38)
(xl)

の
下
に
「
、
金
切
り
盤
、
切
断
機
」
を
加
え
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

(38)
(xl)

(38)
(xli)

(38)

(xxxix)

(xl)

(xxxvi)

(xxxvⅲ)

(xxxvii)

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
械
又
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
切
断
機
械
」
を
「
及
び
ウ
ォ
ー
タ
ー

(xxxix)

(38)
(xxxv)

ジ
ェ
ッ
ト
切
断
機
械
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

(38)
(xxxv)

(38)
(xxxvi)

(38)

(xxxiv)

(xxxv)

(xxiv)

(xxxiii)

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
及
び
く
い
抜
き
機
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
械
又
は
除
雪
機
」
を
「
、
く
い
抜
き
機
及
び
除

(xxv)

(xxxiv)

(38)
(xxiii)

雪
機
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

(38)
(xxiii)

(38)
(xxiv)

(38)

(xxii)

(xxiii)

(xiv)

(xxi)

(xv)

(xxii)

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(38)
(xiii)



冷
蔵
用
又
は
冷
凍
用
の
機
器

(xiv)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
手
工
具
用
」
を
「
卑
金
属
製
の
手
道
具
及
び
手
工
具
並
び

(38)

(39)

(37)
(ii)

に
手
工
具
用
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
及
び
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
」
を
「
、
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
及
び
レ
ニ
ウ

(37)

(38)

(36)

ム
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

を
次
の

(36)

(37)

(35)

(36)

(30)

(34)

(31)

(35)

(29)
(ii)

よ
う
に
改
め
る
。

鉄
鋼
製
の
管
及
び
中
空
の
形
材

(ii)

別
表
第
二
の
三
第
二
号
の
二

中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

を
同
号

(29)

(iii)

(iv)

(iii)

(v)

(xiii)

(iv)

(xii)

(29)

(30)

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(28)

(29)

(3)

(27)

(4)

(28)

(2)

無
機
化
学
品
並
び
に
貴
金
属
及
び
そ
の
無
機
又
は
有
機
の
化
合
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

(3)

水
素
、
窒
素
、
け
い
素
、
り
ん
及
び
砒
素

ひ

(i)

塩
化
水
素
、
ク
ロ
ロ
硫
酸
及
び
無
機
非
金
属
酸
化
物

(ii)

二
硫
化
炭
素

(iii)

無
水
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ア
水
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
の
酸
化
物
、
ク

(iv)



ロ
ム
の
水
酸
化
物
及
び
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
並
び
に
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
及
び
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
並
び
に
こ
れ
ら
の
無
機

塩
無
機
酸
の
金
属
塩
及
び
金
属
ペ
ル
オ
キ
シ
塩

(v)

コ
ロ
イ
ド
状
貴
金
属
、
銀
化
合
物
、
金
化
合
物
及
び
過
酸
化
水
素

(vi)附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


